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学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について（お願い）

国内において，新型コロナウイルスに感染した事例が相次いで報告されており，昨日付けで仙

台市教育委員会から「新型コロナウイルス感染症に係る予防措置及び発生時の対応について」保

護者の皆様宛の文書を配付させていただきました。

つきましては，学校においても下記のとおり感染症対策に取り組んで参りますので，御理解と

御協力のほどよろしくお願いいたします。

なお，学校行事や諸活動等については，今後の感染状況を注視しながら実施の可否について検

討し，内容の変更や延期，中止等を判断し，対応して参りますのでご了承ください。

記

１ 基本的な感染症対策の徹底

○手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底します。（裏面資料参照）

【重要】

新型コロナウイルスの感染をできる限り押さえることが重要となっています。発熱等の風邪

の症状が見られるときは，無理をせずに自宅で休養してください。

２ 日常の健康管理や発熱等の風邪の症状が見られる場合の対応

○免疫力を高めるため，十分な睡眠，適度な運動やバランスの取れた食事を心がけましょう。

○登校後，健康観察をこまめに行います。発熱・咳が認められる場合には，保護者の方に連絡

の上お子様を帰宅させますので，お迎え等の御協力をお願いいたします。

○ご家庭でも毎朝の健康観察や体温の検温などをしっかりと行い，児童に風邪の症状や発熱が

ある，強いだるさや息苦しさがあるなど体調が優れない場合には，無理をさせずに学校を休

ませ，外出を控えるなど自宅で休養させてください。なお，疾病等の事情により，登校に不

安を感じる場合には，学校にご相談ください。

○自宅休養した場合は，「欠席日数」とはせずに「出席停止の日数」といたします。

○教職員の体調不良についても，児童と同様に対応いたします。また，当面の間，教職員に係

る不急の各種会合等を自粛し，健康保持に努めます。

【新型コロナウイルス感染症に関し「学校保健安全法第１９条による出席停止」とする目安】

・風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様）

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合

・医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合

☆上記のような症状が見られる場合には，下記コールセンターに電話でご相談ください。

【一般相談窓口】仙台市・宮城県の電話相談窓口 コールセンター

℡ ０２２－２１１－３８８３（２４時間対応）

３ 適切な環境の保持

○適切な環境保持のため，教室等のこまめな換気を心がけるとともに，空調や衣服による温度

調節を含めて，温度や湿度の管理に努めます。

（参考情報）

※新型コロナウイルス感染症については，日々

状況が変化していることから，文部科学省や

厚生労働省の関連ホームページなど，最新の

情報にもご留意ください。
（文部科学省HP） （内閣官房HP） （厚生労働省HP）


